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まちづくり団体の認定等（第 34 条）

まちづくり団体土地利用計画の作成（第 37 条）

 市⺠が設置する団体で、まちづくりの基本理念に整合し下記要件を全て備える場合、まちづくり団
体として認定することができます。

 「まちづくり団体」とは、まちづくりを活動⽬的として市⺠が設置する団体で、⼟地基本法の理念を踏まえ
たうえで、加⻄市総合計画、加⻄市都市計画マスタープラン等の⼟地利⽤基本⽅針に従って適正かつ合理的に
⼟地利⽤を⾏うことなど、⼀定の要件を満たす団体です。
 まちづくり団体に認定されると、その活動区域内の⼟地利⽤の⽅針を定める「まちづくり団体⼟地利⽤計画」
を作成し、市⻑に提出することができます。

 まちづくり団体は、活動区域内を対象とした⼟地利⽤計画を作成し、市⻑に提出することができます。

条例第３条に掲げるまちづくりの基本理念に整合すること
次に⽰す要件を全て備えると認められること
①まちづくりを活動の⽬的とするものであること
②⾃治会の区域、⼤字の区域その他⼀定の区域を活動の区域とすること
③規約等を定めていること
④その活動区域内に存する⾃治会の協⼒が得られるものであること
⑤その活動が、特定の個⼈⼜は団体の利益を誘導するものでないこと
⑥その活動が、財産権を不当に制限するものでないこと

◆まちづくり団体認定及び⼟地利⽤計画策定の流れ

 本件に関し、ご不明な点がある場合は下記にお問合せください。
加⻄市役所 建設部 都市計画課 / 建築課
〒６７５−２３９５ 兵庫県加⻄市北条町横尾１０００ ☎０７９０−４２−１１１０（代表） HP https://www.city.kasai.hyogo.jp/

・まちづくりを活動の⽬的とし、⾃治会等の区域で活動
・⾃治会の協⼒が得られるもの
・特定の個⼈、団体の利益を誘導しないこと
等の要件を満たす場合認定

説明会、アンケートの実施等、活動区域内の市⺠
の意⾒を反映させるための処置を講じること
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